
大学設置基準等の一部を改正する省令案等に関するパブリックコメント

（意見公募手続）の実施について

平成２６年９月２３日

高等教育局大学振興課

この度，文部科学省では，大学設置基準（昭和31年文部省令第28号），大学院設置基準

（昭和39年文部省令第28号），短期大学設置基準（昭和50年文部省令第21号）及び専門職

大学院設置基準（平成15年文部科学省令第16号）の一部をそれぞれ改正するとともに，こ

れらの改正省令案の施行に必要となる関係告示の一部改正及び新設を予定しています。

つきましては，本件に関し，行政手続法第39条などに基き，標記省令案等について，パ

ブリック・コメント（意見公募手続）を実施いたします。

御意見等がございましたら，下記の要領にて御提出ください。

【１．定めようとする命令等の題名】

（１）大学設置基準等の一部を改正する省令案

（２）専門職大学院に関し必要な事項について定める件の一部を改正する告示案

（３）大学が国際連携学科を設置する場合について定める件

（４）大学院が国際連携専攻を設置する場合について定める件

（５）短期大学が国際連携学科を設置する場合について定める件

（６）専門職大学院が国際連携専攻を設置する場合について定める件

（７）大学が国際連携教育課程を編成し、実施するための協議事項について定める件

（８）大学院が国際連携教育課程を編成し、実施するための協議事項について定める件

（９）短期大学が国際連携教育課程を編成し、実施するための協議事項について定める件

（10）専門職大学院が国際連携教育課程を編成し、実施するための協議事項について定め

る件

（11）学位の種類及び分野の変更等に関する基準の一部を改正する告示案

【２．根拠法令条項】

（１）学校教育法第３条

（２）専門職大学院設置基準第５条第１項及び第３項、第１９条並びに第２６条第２項

（３）大学設置基準新第５０条第１項

（４）大学院設置基準新第３５条第１項

（５）短期大学設置基準第新４３条第１項

（６）専門職大学院設置基準新第３５条第１項

（７）大学設置基準新第５１条第２項

（８）大学院設置基準新第３６条第２項

（９）短期大学設置基準新第４４条第２項

（10）専門職大学院設置基準新第３６条第２項
（11）学校教育法第４条第５項及び学校教育法施行令第２３条の３第２項

【３．案の具体的内容】

→【別添】参照



【４．意見の提出方法】

（１）提出手段 郵送・ＦＡＸ・電子メール

（電話による意見の受付は致しかねますので，御了承ください。）

（２）提出期限 平成２６年１０月２５日 必着

（３）宛先

住所：〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関３－２－２

文部科学省高等教育局大学振興課 宛

ＦＡＸ番号：０３－６７３４－３３８７

電子メールアドレス：daigakuc@mext.go.jp

（判別のため，件名は【大学設置基準等の一部を改正する省令案等への意見】とし

て下さい。また，コンピューターウィルス対策のため，添付ファイルは開くこと

ができません。必ずメール本文に御意見を御記入下さい）

【５．意見提出様式】

「大学設置基準等の一部を改正する省令案等への意見」

・氏名

・性別，年齢

・職業（在学中の場合は「高校生」「大学生」など在学する学校段階を表記。）

・住所

・電話番号

・意見

※複数の論点について御意見をお寄せいただく場合には，とりまとめの都合上，論点毎に

別様としてください。（１枚１意見，１メール１意見としてください。）

【６．備考】

① 御意見に対して個別には回答致しかねますので，あらかじめ御了承願います。

② 御意見については，氏名，住所，電話番号を除いて公表されることがあります。なお，

氏名，住所，電話番号については，御意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の

用途では使用しません。

（高等教育局大学振興課）
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大学設置基準等の一部を改正する省令案等の概要 

 

１．概  要 

グローバル化の進展を背景に，高等教育においても，国境を越えた学生の流動性が年々

拡大している。これに対応するため，各大学においては，留学の促進のための取組や海

外の大学との連携による国際的な教育プログラムの開発等の取組が進められている。 

こうした大学のグローバル化のための取組を支援するとともに，日本人学生が海外の

大学等（大学院，短期大学，専門職大学院（法科大学院を除く。）を含む。以下同じ。）

で学修したり外国人学生を我が国の大学等が受け入れたりするための機会を拡大するた

め，大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28 号）等を改正し，我が国の大学等と外国の

大学等が大学間協定に基づき連携して編成する教育課程（以下「国際連携教育課程」と

いう。）や，当該教育課程を編成する学科等の新設に際しての専任教員数等について特例

を設けるものとする。 

また，上記の特例を設けるに当たって，我が国の大学等が国際連携教育課程等を設置

するための要件や，国際連携教育課程等の編成・実施に当たって，我が国の大学等と海

外の大学等が協議しなければならない事項を定める等のための告示を定めるものとする。 

 

２．改正の内容 

（１）省令 

次の各点について，大学設置基準，大学院設置基準（昭和 39 年文部省令第 28 号），

短期大学設置基準（昭和 50 年文部省令第 21 号）及び専門職大学院設置基準（平成 15

年文部科学省令第 16 号）をそれぞれ改正する。 

① 我が国の大学等が外国の大学等と連携して教育研究を実施するための学科又

は専攻（以下「国際連携学科等」という。）を設けることができることとするこ

と。ただし，学部に国際連携学科等のみを設けることはできないこととすること。 

（※）大学にあっては学部の下に学科を，大学院にあっては研究科の下に専攻を，

短期大学にあっては短期大学の下に学科を，専門職大学院にあっては研究科

の下に専攻を，それぞれ設けることができることとする。 

② 国際連携学科等の定員は，当該学科等を設ける大学の学部等（大学院及び専門

職大学院の研究科並びに短期大学を含む。以下同じ）の定員の２割（１つの学部

等に複数の国際連携学科等を設ける場合には，それらの国際連携学科等の定員の

合計が当該学部等の定員の２割）を超えない範囲で定めるものとすること。 

③ 国際連携学科等を設ける我が国の大学等は，連携する外国の大学等（以下「連

携外国大学等」という。）と文部科学大臣が別に定める事項について協議を行っ

た上で，連携外国大学等が開設する授業科目を我が国の大学等の教育課程の一部

とみなし，国際連携教育課程を編成するものとすること。 

（※）大学にあっては外国の大学と，大学院及び専門職大学院にあっては外国の

大学院又は専門職大学院（国際連合大学を含む。以下同じ。）と，短期大学

にあっては外国の短期大学と，それぞれ国際連携教育課程を編成することが
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できることとする。 

④ 国際連携学科等を設ける我が国の大学等は，連携外国大学等と共同して授業科

目を開設することができるものとすること。また，当該授業科目（以下「共同開

設科目」という。）の履修により修得した単位は，⑥に掲げる範囲で，我が国の

大学等又は連携外国大学等のいずれかで修得した単位とすることができること。

ただし，連携外国大学等において修得した単位数が，⑥に掲げる連携外国大学等

における最低修得単位数に満たない場合は，共同開設科目の履修により修得した

単位を連携外国大学等において修得した単位とすることはできないこと。 

⑤ 国際連携学科等を設ける我が国の大学等は，学生が連携外国大学等において履

修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を，我が国の大学

等の国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすもの

とすること。 

⑥ 国際連携学科等に係る卒業等の要件は，次のとおりとすること。 

 
卒業要件 

単位数 

最低修得単位数 共同開設科目 

(上限単位数) 我が国の大学 各連携外国大学 

大学 

一般 124 単位以上 62 単位 31 単位 30 単位 

医学・歯学 188 単位以上 94 単位 32 単位 30 単位 

薬学（臨床に係る
実践的能力を培
うことを主たる
目的とするもの） 

186 単位以上 93 単位 31 単位 30 単位 

獣医学 182 単位以上 91 単位 31 単位 30 単位 

短期大学 

修業年限２年 62 単位以上 31 単位 10 単位 15 単位 

修業年限３年 93 単位以上 47 単位 20 単位 23 単位 

修業年限３年夜間 62 単位以上 31 単位 10 単位 15 単位 

大学院 一般 30 単位以上 15 単位 10 単位 ５単位 

専門職大学院 

一般 30 単位以上 15 単位 10 単位 ７単位 

教職大学院 45 単位以上 23 単位 7 単位 
45 単位以上の

単位数の 1/4 

⑦ 国際連携学科等が置かれる学部等の専任教員の数は，学部等の種類及び規模に

応じて定める教授等の数に，１つの国際連携学科等ごとに１人の専任教員を加え

た数を合計した数以上とすること。また，国際連携専攻が置かれる研究科におけ

る国際連携専攻の研究指導教員は，当該専攻が置かれる研究科の他の専攻の教員

の兼任を認めることとすること。（専門職大学院については告示で定める。） 

⑧ 国際連携学科等を設ける我が国の大学等は，国際連携学科等に係る施設及び設

備について，当該学科等が置かれる学部等の施設及び設備を利用することができ

るものとし，当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しないこと等とする

こと。 

⑨ 医学，歯学，薬学（臨床に係る実践的能力を培うことを主たる目的とするもの

に限る。）及び獣医学を履修する学士の課程については，当分の間，国際連携学

科を設けることはできないこととすること。 
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⑩ その他所要の改正を行うこと。 

 

（２）告示 

① 専門職大学院に関し必要な事項について定める件（平成 15 年文部科学省告示

第 53 号）の一部を改正し，国際連携専攻が置かれる専門職大学院の専任教員の

数は，当該専門職大学院に置くものとされる専任教員の数に，１つの国際連携専

攻ごとに１人の専任教員を加えた数を合計した数以上とすること。 

② 我が国の大学等が国際連携学科等を設置するための要件を次のとおり定める

こと。 

ア 連携外国大学等が，外国の学校教育制度において適切に位置付けられてい

ること。 

イ 連携外国大学等が置かれる外国において，他国の大学等と連携して教育課

程を編成する大学が連名で学位を出すことが認められていること。 

③ 我が国の大学等が連携外国大学等と国際連携教育課程を編成し実施するに当

たって協議する事項を次のとおり定めること。 

ア 教育課程の編成に関する事項 

イ 教育組織の編成に関する事項 

ウ 入学者の選抜及び学位の授与に関する事項 

エ 学生の在籍の管理及び安全に関する事項 

オ 学生の奨学及び厚生補導に関する事項 

カ 教育研究活動等の状況の評価に関する事項 

④ 学位の種類及び分野の変更等に関する基準（平成 15 年文部科学省告示第 39 号）

の一部を改正し，大学等が国際連携学科等を設置等するに当たっては，当分の間，

当該学科等の学位について，学位の種類の変更又は学位の分野の変更を伴う場合

と同様に設置認可の対象とすること。 

 

３．施行期日 

公布の日 
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連
携
学
科
に
関
す
る
特
例

（
新
設
）

（
国
際
連
携
学
科
の
設
置
）

第
五
十
条

大
学
は
、
そ
の
学
部
の
教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
が
あ

（
新
設
）

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
学
部
に
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
外
国
の
大
学
と
連
携
し
て
教
育
研
究
を
実
施
す
る
た
め
の
学
科
（
第
五
条
の

課
程
を
含
む
。
）
（
以
下
「
国
際
連
携
学
科
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

大
学
は
、
学
部
に
国
際
連
携
学
科
の
み
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３

国
際
連
携
学
科
の
収
容
定
員
は
、
当
該
学
科
を
設
け
る
学
部
の
収
容
定
員
の
二

割
（
一
の
学
部
に
複
数
の
国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
収
容

定
員
の
合
計
が
当
該
学
部
の
収
容
定
員
の
二
割
）
を
超
え
な
い
範
囲
で
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
国
際
連
携
教
育
課
程
の
編
成
）

第
五
十
一
条

国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
大
学
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か

（
新
設
）

か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
学
科
に
お
い
て
連
携
し
て
教
育
研
究
を
実
施
す
る
一
以
上

の
外
国
の
大
学
（
以
下
「
連
携
外
国
大
学
」
と
い
う
。
）
が
開
設
す
る
授
業
科
目
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を
教
育
課
程
の
一
部
と
み
な
し
て
、
当
該
連
携
外
国
大
学
と
連
携
し
た
教
育
課
程

（
通
信
教
育
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
（
以
下
「
国
際
連
携
教
育
課
程
」
と
い
う

。
）
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
大
学
は

、
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
主
要
授
業
科
目
の
一
部
を
必
修
科
目
と
し
て
自
ら

開
設
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
大
学
は
、
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
及
び
実

施
す
る
た
め
、
連
携
外
国
大
学
と
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

の
協
議
の
場
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
共
同
開
設
科
目
）

第
五
十
二
条

国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
大
学
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か

（
新
設
）

か
わ
ら
ず
、
連
携
外
国
大
学
と
共
同
し
て
授
業
科
目
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
２

国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
大
学
が
前
項
の
授
業
科
目
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
共
同
開
設
科
目
」
と
い
う
。
）
を
開
設
し
た
場
合
、
当
該
大
学
の
国
際
連
携
学

科
の
学
生
が
当
該
共
同
開
設
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
は
、
三
十
単
位

を
超
え
な
い
範
囲
で
、
当
該
大
学
又
は
連
携
外
国
大
学
の
い
ず
れ
か
に
お
い
て
修

得
し
た
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
連
携
外
国
大
学
に
お
い
て
修
得

し
た
単
位
数
が
、
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
連
携
外
国
大

学
に
お
い
て
修
得
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
単
位
数
に
満
た
な
い
場
合
は
、
共
同

開
設
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
を
連
携
外
国
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た

単
位
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
単
位
の
認
定
）

第
五
十
三
条

国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
大
学
は
、
学
生
が
連
携
外
国
大
学
に
お
い

（
新
設
）

て
履
修
し
た
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単
位
（
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第
三
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
よ
り
授
業
時
間
の
履
修
を
も
つ
て
代
え
る
も
の

を
含
む
。
）
を
、
当
該
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修

得
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
卒
業
の
要
件
）

第
五
十
四
条

国
際
連
携
学
科
に
係
る
卒
業
の
要
件
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第

（
新
設
）

三
項
又
は
第
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
大
学
に
お

い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
六
十
二
単
位
以
上
（

薬
学
に
関
す
る
学
科
の
う
ち
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能
力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る

目
的
と
す
る
も
の
を
履
修
す
る
課
程
に
あ
つ
て
は
九
十
三
単
位
以
上
、
獣
医
学
を

履
修
す
る
課
程
に
あ
つ
て
は
九
十
一
単
位
以
上
）
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
連
携
外
国
大
学
に
お
い
て
当
該
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の

履
修
に
よ
り
三
十
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
国
際
連
携
学
科
に
係

る
卒
業
の
要
件
は
、
第
三
十
二
条
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
連
携
学

科
を
設
け
る
大
学
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ

り
九
十
四
単
位
以
上
（
同
項
た
だ
し
書
に
よ
り
授
業
時
間
の
履
修
を
も
っ
て
代
え

る
も
の
を
含
む
。
）
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
携
外
国
大
学
に
お

い
て
当
該
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
三
十
二
単
位
以

上
を
修
得
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
大
学
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
連
携

外
国
大
学
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得

す
る
単
位
数
に
は
、
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又

は
前
条
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
、
若
し
く
は
与
え
る
こ
と
が
で

き
、
又
は
み
な
す
も
の
と
す
る
単
位
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
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（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
専
任
教
員
数
）

第
五
十
五
条

国
際
連
携
学
科
を
置
く
学
部
に
係
る
専
任
教
員
の
数
は
、
第
十
三
条

（
新
設
）

に
定
め
る
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
て
定
め
る
教
授
等
の
数
に
、
一
の
国
際

連
携
学
科
ご
と
に
一
人
の
専
任
教
員
を
加
え
た
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る
。

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
）

第
五
十
六
条

第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
及
び
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十

（
新
設
）

条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
に
つ
い

て
は
、
当
該
学
科
を
置
く
学
部
の
施
設
及
び
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
学
科
に
係

る
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
大
学
が
外
国
に
お
い

て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
教
育
研
究
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
教
育
研
究

に
支
障
の
な
い
よ
う
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
章

雑
則

第
十
一
章

雑
則

第
五
十
七
条
～
第
六
十
条

（
略
）

第
五
十
条
～
第
五
十
三
条
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○
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）

第
二
章

教
育
研
究
上
の
基
本
組
織
（
第
五
条
―
第
七
条
の
三
）

第
二
章

教
育
研
究
上
の
基
本
組
織
（
第
五
条
―
第
七
条
の
三
）

第
三
章

教
員
組
織
（
第
八
条
―
第
九
条
の
二
）

第
三
章

教
員
組
織
（
第
八
条
―
第
九
条
の
二
）

第
四
章

収
容
定
員
（
第
十
条
）

第
四
章

収
容
定
員
（
第
十
条
）

第
五
章

教
育
課
程
（
第
十
一
条
―
第
十
五
条
）

第
五
章

教
育
課
程
（
第
十
一
条
―
第
十
五
条
）

第
六
章

課
程
の
修
了
要
件
等
（
第
十
六
条
―
第
十
八
条
）

第
六
章

課
程
の
修
了
要
件
等
（
第
十
六
条
―
第
十
八
条
）

第
七
章

施
設
及
び
設
備
等
（
第
十
九
条
―
第
二
十
二
条
の
四
）

第
七
章

施
設
及
び
設
備
等
（
第
十
九
条
―
第
二
十
二
条
の
四
）

第
八
章

独
立
大
学
院
（
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
）

第
八
章

独
立
大
学
院
（
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
）

第
九
章

通
信
教
育
を
行
う
課
程
を
置
く
大
学
院
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
条
）

第
九
章

通
信
教
育
を
行
う
課
程
を
置
く
大
学
院
（
第
二
十
五
条
―
第
三
十
条
）

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
四
条
）

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
四
条
）

第
十
一
章

国
際
連
携
専
攻
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
五
条
―
第
四
十
一
条
）

（
新
設
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
五
条
）

第
十
一
章

雑
則
（
第
三
十
五
条
―
第
三
十
八
条
）

附
則

附
則

（
複
数
の
大
学
が
協
力
し
て
教
育
研
究
を
行
う
研
究
科
）

（
複
数
の
大
学
が
協
力
し
て
教
育
研
究
を
行
う
研
究
科
）

第
七
条
の
二

大
学
院
に
は
、
二
以
上
の
大
学
が
協
力
し
て
教
育
研
究
（
第
三
十
一

第
七
条
の
二

大
学
院
に
は
、
二
以
上
の
大
学
が
協
力
し
て
教
育
研
究
（
第
三
十
一

条
第
二
項
に
規
定
す
る
共
同
教
育
課
程
（
次
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び

条
第
二
項
に
規
定
す
る
共
同
教
育
課
程
（
次
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び

第
二
十
三
条
の
二
に
お
い
て
「
共
同
教
育
課
程
」
と
い
う
。
）
及
び
第
三
十
六
条

第
二
十
三
条
の
二
に
お
い
て
単
に
「
共
同
教
育
課
程
」
と
い
う
。
）
を
編
成
し
て

第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
連
携
教
育
課
程
（
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
三
条

行
う
も
の
を
除
く
。
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
研
究
科
を
置
く
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の
二
に
お
い
て
「
国
際
連
携
教
育
課
程
」
と
い
う
。
）
を
編
成
し
て
行
う
も
の
を

こ
と
が
で
き
る
。

除
く
。
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
研
究
科
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。

（
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
）

（
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
）

第
七
条
の
三

（
略
）

第
七
条
の
三

（
略
）

２

研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
係
る
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員
の
配
置
の
基
準
は

２

研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
係
る
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員
の
配
置
の
基
準
は

、
当
該
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
に
相
当
す
る
組
織
の
教
育
研
究

、
当
該
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
に
相
当
す
る
組
織
の
教
育
研
究

上
の
分
野
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
分
野
の
専
攻
に
係
る
こ
れ
ら
の
基
準
（
共

上
の
分
野
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
分
野
の
専
攻
に
係
る
こ
れ
ら
の
基
準
（
共

同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
専
攻
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
連
携

同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
専
攻
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
に
準
ず
る
も
の
と
す
る

専
攻
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
研
究
指
導
）

（
研
究
指
導
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

大
学
院
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
他
の
大
学
院
又
は
研
究

２

大
学
院
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
他
の
大
学
院
又
は
研
究

所
等
に
お
い
て
必
要
な
研
究
指
導
（
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
専
攻
の
学
生
が

所
等
に
お
い
て
必
要
な
研
究
指
導
（
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
専
攻
の
学
生
が

当
該
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
大
学
院
に
お
い
て
受
け
る
も
の
及
び
国
際
連
携

当
該
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
大
学
院
に
お
い
て
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下

教
育
課
程
を
編
成
す
る
専
攻
の
学
生
が
当
該
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
す
る
大

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

学
院
に
お
い
て
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け

、
修
士
課
程
の
学
生
に
つ
い
て
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
研
究
指
導
を
受
け
る
期

る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
修
士
課
程
の
学
生
に
つ
い
て
認
め

間
は
、
一
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

る
場
合
に
は
、
当
該
研
究
指
導
を
受
け
る
期
間
は
、
一
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す

る
。

（
大
学
設
置
基
準
の
準
用
）

（
大
学
設
置
基
準
の
準
用
）

第
十
五
条

大
学
院
の
各
授
業
科
目
の
単
位
、
授
業
日
数
、
授
業
期
間
、
授
業
を
行

第
十
五
条

大
学
院
の
各
授
業
科
目
の
単
位
、
授
業
日
数
、
授
業
期
間
、
授
業
を
行
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う
学
生
数
、
授
業
の
方
法
及
び
単
位
の
授
与
、
他
の
大
学
院
に
お
け
る
授
業
科
目

う
学
生
数
、
授
業
の
方
法
及
び
単
位
の
授
与
、
他
の
大
学
院
に
お
け
る
授
業
科
目

の
履
修
等
、
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
、
長
期
に
わ
た
る
教
育
課
程
の
履

の
履
修
等
、
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
、
長
期
に
わ
た
る
教
育
課
程
の
履

修
並
び
に
科
目
等
履
修
生
等
に
つ
い
て
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
か
ら
第

修
並
び
に
科
目
等
履
修
生
等
に
つ
い
て
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
か
ら
第

二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て

二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
条
の
二

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
条
の
二

並
び
に
第
三
十
一
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

並
び
に
第
三
十
一
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
六
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
十
単
位
」
と
、

お
い
て
、
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
六
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
十
単
位
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
及
び
外
国
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
外
国
の
」
と
、
「
当
該
教
育

同
条
第
二
項
中
「
及
び
外
国
の
」
と
あ
る
の
は
「
、
外
国
の
」
と
、
「
当
該
教
育

課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
教
育
課
程

課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
教
育
課
程

に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
及
び
国
際
連
合
大
学
本

に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
及
び
国
際
連
合
大
学
本

部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
特
別
措
置
法
（

部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
特
別
措
置
法
（

昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
千
九
百
七
十
二

昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
千
九
百
七
十
二

年
十
二
月
十
一
日
の
国
際
連
合
総
会
決
議
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
国
際
連
合
大
学

年
十
二
月
十
一
日
の
国
際
連
合
総
会
決
議
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
国
際
連
合
大
学

（
第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
国
際
連
合
大
学
」
と
い
う
。
）
の
教
育
課
程

の
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
」
と
、
第
三
十
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と

に
お
け
る
授
業
科
目
を
」
と
、
第
三
十
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

あ
る
の
は
「
第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

第
一
項
」
と
、
「
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
前
条
第
一
項
に
よ
り
当
該
大
学
に
お
い
て
修
得
し

を
含
む
。
）
及
び
前
条
第
一
項
に
よ
り
当
該
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
も
の
と
み

た
も
の
と
み
な
す
単
位
数
と
合
わ
せ
て
六
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
十
単
位
」
と

な
す
単
位
数
と
合
わ
せ
て
六
十
単
位
」
と
あ
る
の
は
「
十
単
位
」
と
、
第
三
十
条

、
第
三
十
条
の
二
中
「
修
業
年
限
」
と
あ
る
の
は
「
標
準
修
業
年
限
」
と
、
「
卒

の
二
中
「
修
業
年
限
」
と
あ
る
の
は
「
標
準
修
業
年
限
」
と
、
「
卒
業
」
と
あ
る

業
」
と
あ
る
の
は
「
課
程
を
修
了
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
「
課
程
を
修
了
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
博
士
課
程
の
修
了
要
件
）

（
博
士
課
程
の
修
了
要
件
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
修
業
年
限
を
一
年
以
上
二
年
未
満
と
し
た

２

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
修
業
年
限
を
一
年
以
上
二
年
未
満
と
し
た

修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
及
び
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
在
学
期
間
を

修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
及
び
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
在
学
期
間
を
も
つ

も
つ
て
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
の
博
士
課
程
の
修
了
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
前

て
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
の
博
士
課
程
の
修
了
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
前
項
中
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項
中
「
五
年
（
五
年
を
超
え
る
標
準
修
業
年
限
を
定
め
る
研
究
科
、
専
攻
又
は
学

「
五
年
（
五
年
を
超
え
る
標
準
修
業
年
限
を
定
め
る
研
究
科
、
専
攻
又
は
学
生
の

生
の
履
修
上
の
区
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
標
準
修
業
年
限
と
し
、
修
士
課
程
（
第

履
修
上
の
区
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
標
準
修
業
年
限
と
し
、
修
士
課
程
（
第
三
条

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
修
業
年
限
を
一
年
以
上
二
年
未
満
と
し
た
修
士

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
修
業
年
限
を
一
年
以
上
二
年
未
満
と
し
た
修
士
課
程

課
程
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
二
年
（
二
年
を
超
え
る
標
準

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
二
年
（
二
年
を
超
え
る
標
準
修
業

修
業
年
限
を
定
め
る
研
究
科
、
専
攻
又
は
学
生
の
履
修
上
の
区
分
に
あ
つ
て
は
、

年
限
を
定
め
る
研
究
科
、
専
攻
又
は
学
生
の
履
修
上
の
区
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該

当
該
標
準
修
業
年
限
。
以
下
こ
の
条
本
文
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
在
学
し
、
当

標
準
修
業
年
限
。
以
下
こ
の
条
本
文
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
在
学
し
、
当
該
課

該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程
に
お
け
る
二
年
の
在
学
期
間
を

程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程
に
お
け
る
二
年
の
在
学
期
間
を
含
む

含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
修
士
課
程
に
お
け
る
在
学
期
間
に
三
年
（
第
四
条
第

。
）
」
と
あ
る
の
は
「
修
士
課
程
に
お
け
る
在
学
期
間
に
三
年
（
第
四
条
第
三
項

三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
博
士
課
程
の
後
期
の
課
程
に
つ
い
て
三
年
を
超
え

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
博
士
課
程
の
後
期
の
課
程
に
つ
い
て
三
年
を
超
え
る
標

る
標
準
修
業
年
限
を
定
め
る
研
究
科
、
専
攻
又
は
学
生
の
履
修
上
の
区
分
に
あ
つ

準
修
業
年
限
を
定
め
る
研
究
科
、
専
攻
又
は
学
生
の
履
修
上
の
区
分
に
あ
つ
て
は

て
は
、
当
該
標
準
修
業
年
限
）
を
加
え
た
期
間
」
と
、
「
三
年
（
修
士
課
程
に
二

、
当
該
標
準
修
業
年
限
）
を
加
え
た
期
間
」
と
、
「
三
年
（
修
士
課
程
に
二
年
以

年
以
上
在
学
し
、
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程
に
お
け
る

上
在
学
し
、
当
該
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程
に
お
け
る
二
年

二
年
の
在
学
期
間
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
第
三
条
第
三
項
の
規
定

の
在
学
期
間
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
三
年
（
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

に
よ
り
標
準
修
業
年
限
を
一
年
以
上
二
年
未
満
と
し
た
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者

り
標
準
修
業
年
限
を
一
年
以
上
二
年
未
満
と
し
た
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ

に
あ
つ
て
は
、
当
該
一
年
以
上
二
年
未
満
の
期
間
を
、
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
規

つ
て
は
、
当
該
一
年
以
上
二
年
未
満
の
期
間
を
、
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

定
に
よ
る
在
学
期
間
を
も
つ
て
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課

在
学
期
間
を
も
つ
て
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該
課
程
に
お
け

程
に
お
け
る
在
学
期
間
（
二
年
を
限
度
と
す
る
。
）
を
含
む
。
）
」
と
読
み
替
え

る
在
学
期
間
（
二
年
を
限
度
と
す
る
。
）
を
含
む
。
）
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項

て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
士
の
学
位
若
し
く
は
専
門
職
学

３

第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
士
の
学
位
若
し
く
は
専
門
職
学

位
（
学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る

位
（
学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る

専
門
職
学
位
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
又
は
学
校

専
門
職
学
位
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
又
は
学
校

教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十
六
条
の
規

教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
資
格
に
関
し
修
士
の
学
位
若
し
く
は
専
門
職
学
位
を

定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
資
格
に
関
し
修
士
の
学
位
若
し
く
は
専
門
職
学
位
を

有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
が
、
博
士
課
程
の
後
期

有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
が
、
博
士
課
程
の
後
期

の
課
程
に
入
学
し
た
場
合
の
博
士
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
大
学
院
（
専
門
職
大

の
課
程
に
入
学
し
た
場
合
の
博
士
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
大
学
院
（
専
門
職
大

学
院
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
三
年
（
第
四
条
第
三
項
た
だ

学
院
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
三
年
（
第
四
条
第
三
項
た
だ
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し
書
の
規
定
に
よ
り
博
士
課
程
の
後
期
の
課
程
に
つ
い
て
三
年
を
超
え
る
標
準
修

し
書
の
規
定
に
よ
り
博
士
課
程
の
後
期
の
課
程
に
つ
い
て
三
年
を
超
え
る
標
準
修

業
年
限
を
定
め
る
研
究
科
、
専
攻
又
は
学
生
の
履
修
上
の
区
分
に
あ
つ
て
は
、
当

業
年
限
を
定
め
る
研
究
科
、
専
攻
又
は
学
生
の
履
修
上
の
区
分
に
あ
つ
て
は
、
当

該
標
準
修
業
年
限
と
し
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省

該
標
準
修
業
年
限
と
し
、
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省

令
第
十
六
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ

令
第
十
六
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
法
科
大
学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ

て
は
、
二
年
（
第
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
博
士
課
程
の
後
期
の
課

て
は
、
二
年
（
第
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
博
士
課
程
の
後
期
の
課

程
に
つ
い
て
三
年
を
超
え
る
標
準
修
業
年
限
を
定
め
る
研
究
科
、
専
攻
又
は
学
生

程
に
つ
い
て
三
年
を
超
え
る
標
準
修
業
年
限
を
定
め
る
研
究
科
、
専
攻
又
は
学
生

の
履
修
上
の
区
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
標
準
修
業
年
限
か
ら
一
年
の
期
間
を
減
じ

の
履
修
上
の
区
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
標
準
修
業
年
限
か
ら
一
年
の
期
間
を
減
じ

た
期
間
）
と
す
る
。
）
以
上
在
学
し
、
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た
上
、
当
該
大

た
期
間
）
と
す
る
。
）
以
上
在
学
し
、
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た
上
、
当
該
大

学
院
の
行
う
博
士
論
文
の
審
査
及
び
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、

学
院
の
行
う
博
士
論
文
の
審
査
及
び
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、

在
学
期
間
に
関
し
て
は
、
優
れ
た
研
究
業
績
を
上
げ
た
者
に
つ
い
て
は
、
大
学
院

在
学
期
間
に
関
し
て
は
、
優
れ
た
研
究
業
績
を
上
げ
た
者
に
つ
い
て
は
、
大
学
院

に
一
年
（
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
修
業
年
限
を
一
年
以
上
二
年
未
満

に
一
年
（
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
標
準
修
業
年
限
を
一
年
以
上
二
年
未
満

と
し
た
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
及
び
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
二
条
第
二
項

と
し
た
修
士
課
程
を
修
了
し
た
者
及
び
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
標
準
修
業
年
限
を
一
年
以
上
二
年
未
満
と
し
た
専
門
職
学
位
課

の
規
定
に
よ
り
標
準
修
業
年
限
を
一
年
以
上
二
年
未
満
と
し
た
専
門
職
学
位
課

程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
三
年
か
ら
当
該
一
年
以
上
二
年
未
満
の
期
間
を

程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
三
年
か
ら
当
該
一
年
以
上
二
年
未
満
の
期
間
を

減
じ
た
期
間
と
し
、
第
十
六
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
在
学
期
間
を
も
つ
て
修

減
じ
た
期
間
と
し
、
前
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
在
学
期
間
を
も
つ
て
修
士
課

士
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
三
年
か
ら
当
該
課
程
に
お
け
る
在
学
期
間

程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
三
年
か
ら
当
該
課
程
に
お
け
る
在
学
期
間
（
二

（
二
年
を
限
度
と
す
る
。
）
を
減
じ
た
期
間
と
す
る
。
）
以
上
在
学
す
れ
ば
足
り

年
を
限
度
と
す
る
。
）
を
減
じ
た
期
間
と
す
る
。
）
以
上
在
学
す
れ
ば
足
り
る
も

る
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
二

独
立
大
学
院
は
、
共
同
教
育
課
程
及
び
国
際
連
携
教
育
課
程
の

第
二
十
三
条
の
二

独
立
大
学
院
は
、
共
同
教
育
課
程
の
み
を
編
成
す
る
こ
と
は
で

み
を
編
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

き
な
い
。

第
十
一
章

国
際
連
携
専
攻
に
関
す
る
特
例

（
新
設
）

（
国
際
連
携
専
攻
の
設
置
）

第
三
十
五
条

大
学
院
は
、
そ
の
研
究
科
の
教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必

（
新
設
）
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要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
研
究
科
に
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
外
国
の
大
学
院
（
国
際
連
合
大
学
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
連

携
し
て
教
育
研
究
を
実
施
す
る
た
め
の
専
攻
（
以
下
「
国
際
連
携
専
攻
」
と
い
う

。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

大
学
院
は
、
研
究
科
に
国
際
連
携
専
攻
の
み
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３

国
際
連
携
専
攻
の
収
容
定
員
は
、
当
該
専
攻
を
設
け
る
研
究
科
の
収
容
定
員
の

二
割
（
一
の
研
究
科
に
複
数
の
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の

収
容
定
員
の
合
計
が
当
該
研
究
科
の
収
容
定
員
の
二
割
）
を
超
え
な
い
範
囲
で
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
国
際
連
携
教
育
課
程
の
編
成
）

第
三
十
六
条

国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
大
学
院
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

（
新
設
）

か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
専
攻
に
お
い
て
連
携
し
て
教
育
研
究
を
実
施
す
る
一
以

上
の
外
国
の
大
学
院
（
以
下
「
連
携
外
国
大
学
院
」
と
い
う
。
）
が
開
設
す
る
授

業
科
目
を
当
該
大
学
院
の
教
育
課
程
の
一
部
と
み
な
し
て
、
当
該
連
携
外
国
大
学

院
と
連
携
し
た
教
育
課
程
（
通
信
教
育
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
（
以
下
「
国
際

連
携
教
育
課
程
」
と
い
う
。
）
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
大
学
院
は
、
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
及
び

実
施
す
る
た
め
、
連
携
外
国
大
学
院
と
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
事
項
に
つ

い
て
の
協
議
の
場
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
共
同
開
設
科
目
）

第
三
十
七
条

国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
大
学
院
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

（
新
設
）

か
か
わ
ら
ず
、
連
携
外
国
大
学
院
と
共
同
し
て
授
業
科
目
を
開
設
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
大
学
院
が
前
項
の
授
業
科
目
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
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て
「
共
同
開
設
科
目
」
と
い
う
。
）
を
開
設
し
た
場
合
、
当
該
大
学
院
の
国
際
連

携
専
攻
の
学
生
が
当
該
共
同
開
設
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
は
、
五
単

位
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
当
該
大
学
院
又
は
連
携
外
国
大
学
院
の
い
ず
れ
か
に
お

い
て
修
得
し
た
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
連
携
外
国
大
学
院
に
お

い
て
修
得
し
た
単
位
数
が
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
連

携
外
国
大
学
院
に
お
い
て
修
得
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
単
位
数
に
満
た
な
い
場

合
は
、
共
同
開
設
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
を
連
携
外
国
大
学
院
に
お

い
て
修
得
し
た
単
位
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
単
位
の
認
定
等
）

第
三
十
八
条

国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
大
学
院
は
、
学
生
が
連
携
外
国
大
学
院
に

（
新
設
）

お
い
て
履
修
し
た
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単

位
を
、
当
該
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も

の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

２

国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
大
学
院
は
、
学
生
が
連
携
外
国
大
学
院
に
お
い
て
受

け
た
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
研
究
指
導
を
、
当
該
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係

る
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

（
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
修
了
要
件
）

第
三
十
九
条

国
際
連
携
教
育
課
程
で
あ
る
修
士
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
第
十
六

（
新
設
）

条
（
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
修
士
課
程
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
博

士
課
程
の
前
期
の
課
程
に
あ
つ
て
は
、
第
十
六
条
及
び
第
十
六
条
の
二
）
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
大
学
院
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課

程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
十
五
単
位
以
上
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
連
携
外
国
大
学
院
に
お
い
て
当
該
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科

目
の
履
修
に
よ
り
十
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
と
す
る
。



- 13 -

２

国
際
連
携
教
育
課
程
で
あ
る
博
士
課
程
の
修
了
の
要
件
（
第
十
七
条
第
三
項
本

文
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
第
十
七
条
（
第
三
項
を
除
く
。
）
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
大
学
院
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課

程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
十
五
単
位
以
上
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
連
携
外
国
大
学
院
に
お
い
て
当
該
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科

目
の
履
修
に
よ
り
十
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
大
学
院
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
連

携
外
国
大
学
院
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り

修
得
す
る
単
位
数
に
は
、
第
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
大
学
設
置

基
準
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
省
令
第
三
十
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
又
は
み
な
す
も
の
と
す
る

単
位
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

（
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
専
任
教
員
数
）

第
四
十
条

国
際
連
携
専
攻
を
置
く
研
究
科
に
係
る
専
任
教
員
の
数
の
う
ち
一
人
（

（
新
設
）

一
の
研
究
科
に
複
数
の
国
際
連
携
専
攻
を
置
く
場
合
に
は
、
一
の
国
際
連
携
専
攻

ご
と
に
一
人
）
を
大
学
設
置
基
準
第
十
三
条
に
定
め
る
専
任
教
員
の
数
に
算
入
で

き
な
い
教
員
と
す
る
。

２

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
専
攻
の
教
員
で
あ
つ
て
同

項
の
規
定
に
よ
り
専
攻
ご
と
に
置
く
教
員
は
、
教
育
研
究
上
支
障
を
生
じ
な
い
場

合
に
は
、
当
該
専
攻
を
置
く
研
究
科
の
他
の
専
攻
の
教
員
で
あ
つ
て
同
項
各
号
に

定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
施
設
及
び
設
備
）

第
四
十
一
条

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連

（
新
設
）
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携
専
攻
に
係
る
施
設
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
専
攻
を
置
く
研
究
科
の
施
設

及
び
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
専
攻
に
係
る
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
こ
と
を
要

し
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
大
学
院
が
外
国
に
お

い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
教
育
研
究
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
教
育
研

究
に
支
障
の
な
い
よ
う
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
章

雑
則

第
十
一
章

雑
則

（
事
務
組
織
）

（
事
務
組
織
）

第
四
十
二
条
～
第
四
十
五
条

（
略
）

第
三
十
五
条
～
第
三
十
八
条

（
略
）
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○
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
の
二
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
の
二
）

第
二
章

学
科
（
第
三
条
）

第
二
章

学
科
（
第
三
条
）

第
三
章

学
生
定
員
（
第
四
条
）

第
三
章

学
生
定
員
（
第
四
条
）

第
四
章

教
育
課
程
（
第
五
条
―
第
十
二
条
）

第
四
章

教
育
課
程
（
第
五
条
―
第
十
二
条
）

第
五
章

卒
業
の
要
件
等
（
第
十
三
条
―
第
十
九
条
）

第
五
章

卒
業
の
要
件
等
（
第
十
三
条
―
第
十
九
条
）

第
六
章

教
員
組
織
（
第
二
十
条
―
第
二
十
二
条
）

第
六
章

教
員
組
織
（
第
二
十
条
―
第
二
十
二
条
）

第
七
章

教
員
の
資
格
（
第
二
十
二
条
の
二
―
第
二
十
六
条
）

第
七
章

教
員
の
資
格
（
第
二
十
二
条
の
二
―
第
二
十
六
条
）

第
八
章

校
地
、
校
舎
等
の
施
設
及
び
設
備
等
（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
三
条
の

第
八
章

校
地
、
校
舎
等
の
施
設
及
び
設
備
等
（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
三
条
の

四
）

四
）

第
九
章

事
務
組
織
等
（
第
三
十
四
条
・
第
三
十
五
条
）

第
九
章

事
務
組
織
等
（
第
三
十
四
条
・
第
三
十
五
条
）

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
二
条
）

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
二
条
）

第
十
一
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十
三
条
―
第
四
十
九
条
）

（
新
設
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
五
十
条
―
第
五
十
二
条
）

第
十
一
章

雑
則
（
第
四
十
三
条
―
第
四
十
五
条
）

附
則

附
則

第
十
一
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例

（
新
設
）

（
国
際
連
携
学
科
の
設
置
）

第
四
十
三
条

短
期
大
学
は
、
そ
の
教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
が
あ

（
新
設
）

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
短
期
大
学
に
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
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に
よ
り
、
外
国
の
短
期
大
学
と
連
携
し
て
教
育
研
究
を
実
施
す
る
た
め
の
学
科
（

以
下
「
国
際
連
携
学
科
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

短
期
大
学
は
、
国
際
連
携
学
科
の
み
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

３

国
際
連
携
学
科
の
学
生
定
員
は
、
当
該
短
期
大
学
の
学
生
定
員
の
二
割
（
一
の

短
期
大
学
に
複
数
の
国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
学
生
定
員

の
合
計
が
当
該
短
期
大
学
の
学
生
定
員
の
二
割
）
を
超
え
な
い
範
囲
で
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
国
際
連
携
教
育
課
程
の
編
成
）

第
四
十
四
条

国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

（
新
設
）

か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
専
攻
に
お
い
て
連
携
し
て
教
育
研
究
を
実
施
す
る
一
以

上
の
外
国
の
短
期
大
学
（
以
下
「
連
携
外
国
短
期
大
学
」
と
い
う
。
）
が
開
設
す

る
授
業
科
目
を
教
育
課
程
の
一
部
と
み
な
し
て
、
当
該
連
携
外
国
短
期
大
学
と
連

携
し
た
教
育
課
程
（
通
信
教
育
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
（
以
下
「
国
際
連
携
教

育
課
程
」
と
い
う
。
）
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
国
際
連
携
学
科

を
設
け
る
短
期
大
学
は
、
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
主
要
授
業
科
目
の
一
部
を

必
修
科
目
と
し
て
自
ら
開
設
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
は
、
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
及

び
実
施
す
る
た
め
、
連
携
外
国
短
期
大
学
と
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
事
項

に
つ
い
て
の
協
議
の
場
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
共
同
開
設
科
目
）

第
四
十
五
条

国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
は
、
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

（
新
設
）

か
か
わ
ら
ず
、
連
携
外
国
短
期
大
学
と
共
同
し
て
授
業
科
目
を
開
設
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
が
前
項
の
授
業
科
目
（
以
下
こ
の
条
に
お
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い
て
「
共
同
開
設
科
目
」
と
い
う
。
）
を
開
設
し
た
場
合
、
当
該
短
期
大
学
の
国

際
連
携
学
科
の
学
生
が
当
該
共
同
開
設
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
は
、

修
業
年
限
が
二
年
の
短
期
大
学
に
あ
つ
て
は
十
五
単
位
、
修
業
年
限
が
三
年
の
短

期
大
学
に
あ
つ
て
は
二
十
三
単
位
（
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
卒
業
の
要
件
と
し

て
六
十
二
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
と
す
る
短
期
大
学
に
あ
つ
て
は
十
五
単
位

）
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
当
該
短
期
大
学
又
は
連
携
外
国
短
期
大
学
の
い
ず
れ
か

に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
連
携
外
国
短
期
大

学
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
数
が
、
第
四
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

定
に
よ
り
連
携
外
国
短
期
大
学
に
お
い
て
修
得
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
単
位
数

に
満
た
な
い
場
合
は
、
共
同
開
設
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
を
連
携
外

国
短
期
大
学
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
単
位
の
認
定
）

第
四
十
六
条

国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
は
、
学
生
が
連
携
外
国
短
期
大

（
新
設
）

学
に
お
い
て
履
修
し
た
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し

た
単
位
を
、
当
該
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し

た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
卒
業
の
要
件
）

第
四
十
七
条

修
業
年
限
が
二
年
の
短
期
大
学
の
国
際
連
携
学
科
に
係
る
卒
業
の
要

（
新
設
）

件
は
、
第
十
八
条
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
短

期
大
学
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
三
十
一

単
位
以
上
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
携
外
国
短
期
大
学
に
お
い
て

当
該
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
十
単
位
以
上
を
修
得

す
る
こ
と
と
す
る
。

２

修
業
年
限
が
三
年
の
短
期
大
学
の
国
際
連
携
学
科
に
係
る
卒
業
の
要
件
は
、
第
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十
八
条
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
に

お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
四
十
七
単
位
以
上

を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
携
外
国
短
期
大
学
に
お
い
て
当
該
国
際

連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
二
十
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ

と
と
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
夜
間
学
科
等
に
係
る
修
業
年
限
が
三
年
の
短

期
大
学
の
国
際
連
携
学
科
に
係
る
卒
業
の
要
件
は
、
第
十
九
条
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係

る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
三
十
一
単
位
以
上
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
連
携
外
国
短
期
大
学
に
お
い
て
当
該
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目

の
履
修
に
よ
り
十
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
と
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の

連
携
外
国
短
期
大
学
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に

よ
り
修
得
す
る
単
位
数
に
は
、
第
十
四
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
し
、
若
し
く
は
与
え
る
こ
と

が
で
き
、
又
は
み
な
す
も
の
と
す
る
単
位
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
専
任
教
員
数
）

第
四
十
八
条

国
際
連
携
学
科
に
係
る
専
任
教
員
の
数
は
、
第
二
十
二
条
に
定
め
る

（
新
設
）

学
科
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
て
定
め
る
教
授
等
の
数
に
、
一
の
国
際
連
携
学
科

ご
と
に
一
人
の
数
を
加
え
た
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る
。

（
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
）

第
四
十
九
条

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
並
び
に
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十

（
新
設
）

三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
学
科
に
係
る
施
設
及
び
設
備
に
つ
い
て
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は
、
当
該
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
の
施
設
及
び
設
備
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
学
科

に
係
る
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
学
科
を
設
け
る
短
期
大
学
が
外
国
に

お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
教
育
研
究
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
教
育

研
究
に
支
障
の
な
い
よ
う
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
章

雑
則

第
十
一
章

雑
則

第
五
十
条
～
第
五
十
二
条

（
略
）

第
四
十
三
条
～
第
四
十
五
条

（
略
）
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○
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

教
員
組
織
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
二
章

教
員
組
織
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
三
章

教
育
課
程
（
第
六
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

教
育
課
程
（
第
六
条
―
第
十
一
条
）

第
四
章

課
程
の
修
了
要
件
等
（
第
十
二
条
―
第
十
六
条
）

第
四
章

課
程
の
修
了
要
件
等
（
第
十
二
条
―
第
十
六
条
）

第
五
章

施
設
及
び
設
備
等
（
第
十
七
条
）

第
五
章

施
設
及
び
設
備
等
（
第
十
七
条
）

第
六
章

法
科
大
学
院
（
第
十
八
条
―
第
二
十
五
条
）

第
六
章

法
科
大
学
院
（
第
十
八
条
―
第
二
十
五
条
）

第
七
章

教
職
大
学
院
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
一
条
）

第
七
章

教
職
大
学
院
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
一
条
）

第
八
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
四
条
）

第
八
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
四
条
）

第
九
章

国
際
連
携
専
攻
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
五
条
―
第
四
十
一
条
）

（
新
設
）

第
十
章

雑
則
（
第
四
十
二
条
）

第
九
章

雑
則
（
第
三
十
五
条
）

附
則

附
則

（
他
の
大
学
院
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
等
）

（
他
の
大
学
院
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
学
生
が
、
外
国
の
大
学
院
に
留
学
す
る
場
合
、
外
国
の
大
学

２

前
項
の
規
定
は
、
学
生
が
、
外
国
の
大
学
院
に
留
学
す
る
場
合
、
外
国
の
大
学

院
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
、

院
が
行
う
通
信
教
育
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
、
外

外
国
の
大
学
院
の
教
育
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度

国
の
大
学
院
の
教
育
課
程
を
有
す
る
も
の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お

に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定

い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
教
育
施
設
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
も

す
る
も
の
の
当
該
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る

の
の
当
該
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
我
が
国
に
お
い
て
履
修
す
る
場
合
及
び

場
合
及
び
国
際
連
合
大
学
本
部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
の

国
際
連
合
大
学
本
部
に
関
す
る
国
際
連
合
と
日
本
国
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
伴
う
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実
施
に
伴
う
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項

特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
千

に
規
定
す
る
千
九
百
七
十
二
年
十
二
月
十
一
日
の
国
際
連
合
総
会
決
議
に
基
づ
き

九
百
七
十
二
年
十
二
月
十
一
日
の
国
際
連
合
総
会
決
議
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
国
際

設
立
さ
れ
た
国
際
連
合
大
学
（
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び

連
合
大
学
（
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
「
国
際
連
合

第
三
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
「
国
際
連
合
大
学
」
と
い
う
。
）
の
教
育
課
程
に

大
学
」
と
い
う
。
）
の
教
育
課
程
に
お
け
る
授
業
科
目
を
履
修
す
る
場
合
に
つ
い
て

お
け
る
授
業
科
目
を
履
修
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

第
九
章

国
際
連
携
専
攻
に
関
す
る
特
例

（
新
設
）

（
国
際
連
携
専
攻
の
設
置
）

第
三
十
五
条

専
門
職
大
学
院
（
法
科
大
学
院
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

（
新
設
）

じ
。
）
は
、
そ
の
研
究
科
の
教
育
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
研
究
科
に
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
外
国
の
専
門
職
大
学
院
に
相
当
す
る
大
学
院
（
国
際
連
合
大
学
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
と
連
携
し
て
教
育
研
究
を
実
施
す
る
た
め
の
専
攻
（
以
下
「
国
際
連
携

専
攻
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
門
職
大
学
院
は
、
研
究
科
に
国
際
連
携
専
攻
の
み
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

３

国
際
連
携
専
攻
の
収
容
定
員
は
、
当
該
専
攻
を
設
け
る
研
究
科
の
収
容
定
員
の

二
割
（
一
の
研
究
科
に
複
数
の
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の

収
容
定
員
の
合
計
が
当
該
研
究
科
の
収
容
定
員
の
二
割
）
を
超
え
な
い
範
囲
で
定

め
る
も
の
と
す
る
。

（
国
際
連
携
教
育
課
程
の
編
成
）

第
三
十
六
条

国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
専
門
職
大
学
院
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か

（
新
設
）

か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
専
攻
に
お
い
て
連
携
し
て
教
育
を
実
施
す
る
一
以
上
の
外

国
の
専
門
職
大
学
院
に
相
当
す
る
大
学
院
（
以
下
「
連
携
外
国
専
門
職
大
学
院
」
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と
い
う
。
）
が
開
設
す
る
授
業
科
目
を
教
育
課
程
の
一
部
と
み
な
し
て
、
当
該
連

携
外
国
専
門
職
大
学
院
と
連
携
し
た
教
育
課
程
（
通
信
教
育
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
（
以
下
「
国
際
連
携
教
育
課
程
」
と
い
う
。
）
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
２

国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
専
門
職
大
学
院
は
、
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し

、
及
び
実
施
す
る
た
め
、
連
携
外
国
専
門
職
大
学
院
と
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定

め
る
事
項
に
つ
い
て
の
協
議
の
場
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

（
共
同
開
設
科
目
）

第
三
十
七
条

国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
専
門
職
大
学
院
は
、
第
六
条
の
規
定
に
か

（
新
設
）

か
わ
ら
ず
、
連
携
外
国
専
門
職
大
学
院
と
共
同
し
て
授
業
科
目
を
開
設
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
専
門
職
大
学
院
が
前
項
の
授
業
科
目
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
共
同
開
設
科
目
」
と
い
う
。
）
を
開
設
し
た
場
合
、
当
該
専
門
職
大

学
院
の
国
際
連
携
専
攻
の
学
生
が
当
該
共
同
開
設
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た

単
位
は
、
七
単
位
を
超
え
な
い
範
囲
（
教
職
大
学
院
に
あ
つ
て
は
当
該
教
職
大
学

院
が
修
了
要
件
と
し
て
定
め
る
四
十
五
単
位
以
上
の
単
位
数
の
四
分
の
一
を
超
え

な
い
範
囲
）
で
、
当
該
専
門
職
大
学
院
又
は
連
携
外
国
専
門
職
大
学
院
の
い
ず
れ

か
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
連
携
外
国
専
門

職
大
学
院
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
数
が
、
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

連
携
外
国
専
門
職
大
学
院
に
お
い
て
修
得
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
単
位
数
に
満

た
な
い
場
合
は
、
共
同
開
設
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
単
位
を
連
携
外
国
専

門
職
大
学
院
に
お
い
て
修
得
し
た
単
位
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
単
位
の
認
定
）

第
三
十
八
条

国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
専
門
職
大
学
院
は
、
学
生
が
連
携
外
国
専

（
新
設
）
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門
職
大
学
院
に
お
い
て
履
修
し
た
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
に
つ
い

て
修
得
し
た
単
位
を
、
当
該
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ

り
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

（
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
修
了
要
件
）

第
三
十
九
条

国
際
連
携
教
育
課
程
で
あ
る
専
門
職
学
位
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、

（
新
設
）

第
十
五
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
専
門
職
大
学
院
に

お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
十
五
単
位
以
上
を

修
得
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
携
外
国
専
門
職
大
学
院
に
お
い
て
当
該
国

際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
十
単
位
以
上
を
修
得
す
る
こ

と
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
専
門
職
大
学
院
及
び
そ
れ
ぞ
れ

の
連
携
外
国
専
門
職
大
学
院
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の

履
修
に
よ
り
修
得
す
る
単
位
数
に
は
、
第
十
三
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
第
一
項
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
修

得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
又
は
み
な
す
も
の
と
す
る
単
位
を
含
ま
な

い
も
の
と
す
る
。

３

国
際
連
携
教
育
課
程
で
あ
る
教
職
大
学
院
の
課
程
の
修
了
の
要
件
は
、
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
十
九
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
際
連
携
専
攻

を
設
け
る
教
職
大
学
院
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修

に
よ
り
二
十
三
単
位
以
上
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
携
外
国
専
門

職
大
学
院
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
七
単

位
以
上
を
修
得
す
る
こ
と
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
教
職
大
学
院
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の

連
携
外
国
専
門
職
大
学
院
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
授
業
科
目
の
履

修
に
よ
り
修
得
す
る
単
位
数
に
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
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て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
前
条
の
規
定

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
修
得
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
又
は
み
な
す
も
の

と
す
る
単
位
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

（
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
専
任
教
員
数
）

第
四
十
条

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
専
攻
の
教
員
で
あ

（
新
設
）

つ
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
専
攻
ご
と
に
置
く
教
員
は
、
教
育
研
究
上
支
障
を
生
じ

な
い
場
合
に
は
、
当
該
専
攻
を
置
く
研
究
科
の
他
の
専
攻
の
教
員
で
あ
つ
て
同
項

各
号
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
も
の
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
施
設
及
び
設
備
）

第
四
十
一
条

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
大
学
院
設
置
基
準
第
十
九
条

（
新
設
）

か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
施
設
及

び
設
備
に
つ
い
て
は
、
当
該
専
攻
を
置
く
研
究
科
の
施
設
及
び
設
備
を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
教
育
研
究
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は

、
当
該
専
攻
に
係
る
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
連
携
専
攻
を
設
け
る
専
門
職
大
学
院
が
外

国
に
お
い
て
国
際
連
携
教
育
課
程
に
係
る
教
育
研
究
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

教
育
研
究
に
支
障
の
な
い
よ
う
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
章

雑
則

第
九
章

雑
則

第
四
十
二
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）



- 25 -

○
専
門
職
大
学
院
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
件
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
五
十
三
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
専
攻
ご
と
に
置
く
も
の
と
す
る
専
任
教
員
の
数
）

（
専
攻
ご
と
に
置
く
も
の
と
す
る
専
任
教
員
の
数
）

第
一
条

１
～
６

（
略
）

第
一
条

１
～
６

（
略
）

７

国
際
連
携
専
攻
に
係
る
専
任
教
員
の
数
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
く
も
の

（
新
設
）

と
さ
れ
る
専
任
教
員
の
数
に
、
一
の
国
際
連
携
専
攻
ご
と
に
一
人
の
専
任
教
員
を

加
え
た
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る
。
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○
大
学
が
国
際
連
携
学
科
を
設
置
す
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
件

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
二
十
八
号
）
第
五
十
条
第
一
項
の
規

（
新
設
）

定
に
基
づ
き
、
大
学
が
国
際
連
携
学
科
を
設
置
す
る
場
合
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

大
学
設
置
基
準
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
が
国
際
連
携
学
科
を

設
置
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

連
携
外
国
大
学
に
つ
い
て
、
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
適
切
に
位
置

付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

二

連
携
外
国
大
学
が
置
か
れ
る
外
国
に
お
い
て
、
連
携
し
て
教
育
課
程
を
編
成

す
る
大
学
が
連
名
で
学
位
を
出
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と



- 27 -

○
大
学
院
が
国
際
連
携
専
攻
を
設
置
す
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
件

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
二
十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項

（
新
設
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
院
が
国
際
連
携
専
攻
を
設
置
す
る
場
合
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

大
学
院
設
置
基
準
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
院
が
国
際
連
携

専
攻
を
設
置
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

連
携
外
国
大
学
院
に
つ
い
て
、
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
適
切
に
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

二

連
携
外
国
大
学
院
が
置
か
れ
る
外
国
に
お
い
て
、
連
携
し
て
教
育
課
程
を
編

成
す
る
大
学
院
が
連
名
で
学
位
を
出
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と



- 28 -

○
短
期
大
学
が
国
際
連
携
学
科
を
設
置
す
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
件

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
第
四
十
三
条
第
一

（
新
設
）

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
短
期
大
学
が
国
際
連
携
学
科
を
設
置
す
る
場
合
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

短
期
大
学
設
置
基
準
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
短
期
大
学
が
国
際

連
携
学
科
を
設
置
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

連
携
外
国
短
期
大
学
に
つ
い
て
、
外
国
の
政
府
又
は
そ
れ
に
準
じ
る
機
関
に

認
証
さ
れ
た
正
規
の
短
期
大
学
で
あ
る
こ
と

二

連
携
外
国
短
期
大
学
が
置
か
れ
る
外
国
に
お
い
て
、
連
携
し
て
教
育
課
程
を

編
成
す
る
短
期
大
学
が
連
名
で
学
位
を
出
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と



- 29 -

○
専
門
職
大
学
院
が
国
際
連
携
専
攻
を
設
置
す
る
場
合
に
つ
い
て
定
め
る
件

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
三
十
五

（
新
設
）

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
門
職
大
学
院
が
国
際
連
携
専
攻
を
設
置
す
る
場
合

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
門
職
大
学

院
が
国
際
連
携
専
攻
を
設
置
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す

る
。一

連
携
外
国
専
門
職
大
学
院
に
つ
い
て
、
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
適

切
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

二

連
携
外
国
専
門
職
大
学
院
が
置
か
れ
る
外
国
に
お
い
て
、
連
携
し
て
教
育
課

程
を
編
成
す
る
専
門
職
大
学
院
に
相
当
す
る
大
学
院
が
連
名
で
学
位
を
出
す
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
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○
大
学
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
件

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
二
十
八
号
）
第
五
十
一
条
第
二
項
の

（
新
設
）

規
定
に
基
づ
き
、
大
学
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
に
外
国

の
大
学
と
協
議
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
件
を
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

文
部
科
学
大
臣

大
学
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
の
協
議
事
項
に
つ

い
て
定
め
る
件

大
学
設
置
基
準
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
連
携
学
科
を
設
け

る
大
学
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
に
外
国
の
大
学
と
協
議

す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

教
育
課
程
の
編
成
に
関
す
る
事
項

二

教
育
組
織
の
編
成
に
関
す
る
事
項

三

入
学
者
の
選
抜
及
び
学
位
の
授
与
に
関
す
る
事
項

四

学
生
の
在
籍
の
管
理
及
び
安
全
に
関
す
る
事
項

五

学
生
の
奨
学
及
び
厚
生
補
導
に
関
す
る
事
項

六

教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項
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○
大
学
院
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
件

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
二
十
八
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項

（
新
設
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
院
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
に

外
国
の
大
学
院
と
協
議
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
件
を
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

文
部
科
学
大
臣

大
学
院
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
の
協
議
事
項
に

つ
い
て
定
め
る
件

大
学
院
設
置
基
準
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
連
携
専
攻
を
設

け
る
大
学
院
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
に
外
国
の
大
学
院

と
協
議
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

教
育
課
程
の
編
成
に
関
す
る
事
項

二

教
育
組
織
の
編
成
に
関
す
る
事
項

三

入
学
者
の
選
抜
及
び
学
位
の
授
与
に
関
す
る
事
項

四

学
生
の
在
籍
の
管
理
及
び
安
全
に
関
す
る
事
項

五

学
生
の
奨
学
及
び
厚
生
補
導
に
関
す
る
事
項

六

教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項
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○
短
期
大
学
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
件

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
第
四
十
四
条
第
二

（
新
設
）

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
短
期
大
学
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た

め
に
外
国
の
短
期
大
学
と
協
議
す
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
件
を
、
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成

年

月

日

文
部
科
学
大
臣

短
期
大
学
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
の
協
議
事
項

に
つ
い
て
定
め
る
件

短
期
大
学
設
置
基
準
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
連
携
学
科
を

設
け
る
短
期
大
学
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
に
外
国
の
短

期
大
学
と
協
議
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

教
育
課
程
の
編
成
に
関
す
る
事
項

二

教
育
組
織
の
編
成
に
関
す
る
事
項

三

入
学
者
の
選
抜
及
び
学
位
の
授
与
に
関
す
る
事
項

四

学
生
の
在
籍
の
管
理
及
び
安
全
に
関
す
る
事
項

五

学
生
の
奨
学
及
び
厚
生
補
導
に
関
す
る
事
項

六

教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項
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○
専
門
職
大
学
院
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
の
協
議
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
件

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
三
十
六

（
新
設
）

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
門
職
大
学
院
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、

実
施
す
る
た
め
に
外
国
の
専
門
職
大
学
院
に
相
当
す
る
大
学
院
と
協
議
す
る
事
項
に

つ
い
て
定
め
る
件
を
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

文
部
科
学
大
臣

専
門
職
大
学
院
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
の
協
議

事
項
に
つ
い
て
定
め
る
件

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
連
携
専

攻
を
設
け
る
専
門
職
大
学
院
が
国
際
連
携
教
育
課
程
を
編
成
し
、
実
施
す
る
た
め
に

外
国
の
専
門
職
大
学
院
に
相
当
す
る
大
学
院
と
協
議
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

一

教
育
課
程
の
編
成
に
関
す
る
事
項

二

教
育
組
織
の
編
成
に
関
す
る
事
項

三

入
学
者
の
選
抜
及
び
学
位
の
授
与
に
関
す
る
事
項

四

学
生
の
在
籍
の
管
理
及
び
安
全
に
関
す
る
事
項

五

学
生
の
奨
学
及
び
厚
生
補
導
に
関
す
る
事
項

六

教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項
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○
学
位
の
種
類
及
び
分
野
の
変
更
等
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
当
分
の
間
、
大
学
設
置
基
準
第
五
十
条
に
規
定
す

（
新
設
）

る
国
際
連
携
学
科
、
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
二
十
八
号
）

第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
国
際
連
携
専
攻
、
短
期
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
年

文
部
省
令
第
二
十
一
号
）
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
国
際
連
携
学
科
及
び
専
門
職

大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
三
十
五
条
に
規

定
す
る
国
際
連
携
専
攻
の
設
置
等
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。



国際連携教育課程制度について

○ 我が国の大学と外国大学が連携して教育課程を編成した場合、両大学が連名で学
位記を出せることとする。（＊我が国の大学が授与する学位に外国大学名を付すことが
できるものとして整理する。）

○ 我が国の大学に、外国の大学と連携して教育課程（国際連携教育課程）を編成す
る学科・専攻（国際連携学科・専攻）を設置し、設置認可の対象とする。

○ 国際連携教育課程を編成する場合、連携する外国大学の授業科目について単位
互換ではなく、自大学で開講したものとみなす仕組みを新たに創設する。

○ 卒業要件は、学部の場合、我が国の大学で修得すべき単位の半分以上、外国大
学で４分の１以上を修得することとする。また、共同して授業科目を開設する「共同開
設科目」（任意）を設けた場合、いずれかの単位としてみなすことができる仕組みとする。

《制度の概要》

外国大学と連携した教育課程を編成し、１枚の学位記に連名で学位を授与

《制度の仕組み》

国内Ａ大学

国際連携学科・専攻

大学間
協定

国際連携教育課程の実
施・運営に関する重要事
項について協議【告示】

外国の政府文部科学大臣

○ 国際連携学科・専攻の定員は、母体となる組織の収容定員の内数で上限２割とする。
国際連携学科・専攻には、その定員の規模にかかわらず１名ずつの専任教員が必要とな
るほかは、母体となる学部等の専任教員が兼ねることができることとし、施設・設備につい
ても母体となる学部等のものを利用することができる仕組みとする。
○ 設置認可に際しては、大学設置・学校法人審議会に専門の審査組織を設け、迅速な
設置認可を行うこととする。

申請 設置認可

国際連携教育課程を履修する
学生は両大学に所属（２重学籍）

外国B大学

・正規の大学として
認めていること

・他国の大学とのJD
を認めていること

告示に基づく大学間協定について、

設置認可時に確認することで、間接的
に、外国大学の授業の質保証を求める

日本人学生 外国人学生

国際連携
教育課程

・・・両大学の教育課程は同一

日本人学生 外国人学生

国際連携
教育課程


